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 向日市

こども・若者の相談窓口

悩みや困りごとがあるときは、どんな小さなことでも気軽に相談してください。

だれに相談したらいいかわ

からないような悩みについ

て、法務局の職員や人権擁

護委員に相談できます。

LINEで相談することもでき

ます。

こどもの人権110番
☎0120-007-110（通話料無料）

自分のこと、親のこと、

きょうだいのことなど、

いろいろな相談ができます。

向日市こども家庭課
☎075-933-1199

18歳までのこども専用の

電話相談です。

ホームページからチャット

の相談もできます。

チャイルドライン
☎0120-99-7777（通話料無料）

こどもたちが全国どこから

でも、夜間・休日含めてい

つでも、いじめやその他の

SOSを簡単に相談できま

す。

24時間子供SOSダイヤル
☎0120-0-78310（通話料無料）

こども
版

むこ　　　   う　　　　 し

ばん

けい　　　　かく

わかもの　　　そうだんまどぐち

なや　　　 こま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちい　　　　　　　　　　き がる　  そうだん

　　　　　　そうだん

　　　　　　　　　　　　　　なや

　　　   ほうむきょく　　しょくいん　 じんけんよう

 ご　いいん　　　そうだん

　　　　　　 そうだん

つうわりょうむりょう

じんけん　　　　  ばん

じ ぶん　　　　　　　   おや

　　　　　　　　　 そうだん

む こ う し　　　　　　　  か て い か

　　 さい　　　　　　　　　　　　　せん よう

でん  わ そうだん

　   そうだん

つうわりょうむりょう

　　　　　　　ぜんこく

    や かん　　きゅうじつふく

　　　　　　　　　　　　　　　 た

   かんたん　　　そうだん

つうわりょうむりょう

じかん　 こども

　　　　　　　　　　   むこうし　　　　　  けいかく　　　　　　 ばん

　　　　　　　　 はっこうねんがっぴ　れい わ　 ねん　　　　　 ねん　　がつ

　　　　   はっこう   む こうしし み ん　　　　　　　    ぶ  こ そだ　　　  しえんか

　　　　　　　 きょうとふむこうしてらどまちこつくだ　  ばん ち　　　　 ひがしむこうべっかん    かい

でん わ　　　　　　　　　　　　　　　   ちょくつう　　　　　　　　　　　　　　　　 だいひょう

い

ささ

けん

よろこ

そんちょう

あ

れいわ　　ねん   がつ

む こ う し



- 1 - - 2 -

向日市こども計画ってなんだろう？

向日市こども計画について 向日市こども計画ができるまで

向日市こども計画は、向日市のこどもや子育てについて、市の目標や取

り組むことを決めたこどものみなさんを主役とした計画です。

向日市がめざすのはどんなまち？

この計画は、未来をひらく こどもの意見を尊重し その
育ちを みんなで支え喜び合えるまちをめざします。

　子どもの権利条約は、世界中すべ

てのこどもたちがもつ人権（権利）を

定めた条約です。

　おとなと同じように、ひとりの人間

としてもつ様々な権利を認めるととも

に、保護や配慮が必要な、こどもな

らではの権利も定めています。

ぼくたちが自由に意見を言えるように、

法律やなどの決まりごとができたんだね。

こどものことを大人が決めるだけじゃなくて、

私たちで考えていいんだね。

令和７年４月からはじまり、5年ごとに見直していきます。

国では、こどもをまんなかにした社会を作ろうとたくさんの取組を進めてきました。

わたしたちもできることがある？

この計画は、向日市に住むみなさんと協力して進め

ていきます。ぜひ、みなさんもいろいろな取組に参

加して、思いや声を届けてください！

だれのためにつくるの？

いつからはじまるの？

向日市に住んでいるこどもや子育てをしている人など
のための計画です。こどもは、生まれる前から年齢が小さ
なこどもだけでなく、心や身体が成長している若者も含めます。

子どもの権利条約
（児童の権利に関する条約）

　こども基本法は、すべてのこどもや

若者が、健やかに成長でき、将来に

わたって幸せに生活できる「こどもま

んなか社会」をつくっていくための法

律です。

　そのために「こども大綱」を作るこ

とを定めています。

こども基本法

　こどもの権利条約で決まったすべて

のこどもが自分の「意見を表す権利」

です。

　こどもは自分に関係があることにつ

いて自由に意見を表すことができ、お

となはその意見を十分に考慮すること

が決められています。

こどもの意見表明権

　こども大綱は、「こどもまんなか社

会」をつくっていくために大事なこと

を示しています。

　「こどもの権利を大切にすること」

や「こどもや子育てに関わる人の意

見を聴きながら、こどもに関する取組

を進めていくこと」を決めています。

こども大綱

む こ う し　　　　　　   けい かく

む こ う し 　 　 　 　   けい かく

むこうし　　　　    けいかく　　　　むこうし　　　　　　　   こそだ　　　　　　　　　　  し　  もくひょう　 と

    く　　　　　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しゅやく　　　　　　 けい かく

む こ う し

　　　 けいかく　　　   み ら い　　　　　　　　　　　　　　　　　　   い   けん　    そんちょう

 そだ　　　　　　　　　　　　　  ささ　  よろこ　　　あ

　   こ　　　　　  けんりじょうやく　　　 せかいじゅう

　　　　　　　　　　　　　　　　　じんけん　　けん り

さだ　　  じょうやく

　　　　　　　　 おな　　　　　　　　　　　　　　　にんげん

　　　　　　　　 さまざま　 けん り　　みと

　　　　ほ　ご　　 はいりょ　　ひつよう

　　　　　　  けん り　　さだ

　　　 こ　　　　　　　けんりじょうやく

じ どう　　  けん  り　　  かん　　　　じょうやく

　　　　　　　きほんほう

 わかもの　　　 すこ　　　　　せいちょう　　　　 しょうらい

　　　　　　しあわ　　 せいかつ

　　　　　しゃかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほう

 りつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　たいこう　　　つく

　　   さだ

きほんほう

　　　　　　　　 けんりじょうやく　　き

　　　　　　　      じぶん　　　　い けん   あらわ　  けんり

　　　　　　　　  じぶん  　かんけい

　　     じゆう　　 いけん　 あらわ

　　　　　　　　  いけん　 じゅうぶん　 こうりょ

　　き

いけんひょうめいけん

　　　　　　　たいこう　　　　　　　　　　　　　　　　  しゃ

 かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいじ

   しめ

　　　　　　　　　　けんり　　たいせつ

　　　　　　　　　　　こそだ　　　   かか　　　  ひと　　 い

 けん　   き　　　　　　　　　　　　　　　 かん　　　とりくみ

　 すす　　　　　　　　　　　　　 き

たいこう

　　　　　　　　　じゆう　　 いけん　　 い

ほうりつ　　　　　　　 き

　　　　　　　　　　　　  おとな　　  き

 わたし　　　　 かんが

れい わ    ねん　がつ　　　　　　　　　　　　 ねん　　　　　 み なお

くに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゃかい　 つく　　　　　　　　　　　　   とりくみ　 すす

　　　 けいかく　　　  む こ う し　　  す　　　　　　　　　　 きょうりょく　　 すす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    とりくみ     さん

 か　　　　　 おも　　　こえ    　　　とど

 む こうし  　  す　　　　　　　　　　　　　　　　 こ   そだ　　　　　　　　　　　　   ひと

　　　　　　　　　けい かく　　　　　　　　　　　　　　  う　　　　　 まえ　　　 ねんれい　 ちい

　　　　　　　　　　　　　　　 こころ　 からだ　  せいちょう　　　　　  わかもの    ふく

む  こ  う  し　　　　　　　  けい かく
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みなさんの意見を聴いてみました！

小学生、中学生、若者のみなさんにアンケート調査をしました ！

小学生

次の場所は、今のあなたにとって居場所（ほっとできる場所、安心できる場所）になっていますか？

今の自分が

好きだ

自分の部屋など

自分の家でひとり

になれる場所

■ あてはまる・
　 どちらかといえば、あてはまる

■ あてはまらない・
　 どちらかといえば、あてはまらない

■ 無回答

73.1％

86.0％

79.4％ 77.3％ 73.2％

84.5％ 81.5％

12.6％ 14.3％ 16.9％

1.2％

64.3％

25.8％

■ あてはまるものがない
　 （若者のみ）・無回答

■ あてはまるものがない
　 （若者のみ）・無回答

■ あてはまるものがない
　 （若者のみ）・無回答

■ そう思わない・
　 どちらかといえば、そう思わない

■ そう思う・
　 どちらかといえば、そう思う

自分の家

（家族ですごす場所）

学校

（卒業した学校を含む）

（SNS、YouTubeや
オンラインゲームなど）

■ そう思わない・
　 どちらかといえば、そう思わない

■ そう思う・
　 どちらかといえば、そう思う

■ そう思わない・
　 どちらかといえば、そう思わない

■ そう思う・
　 どちらかといえば、そう思う

■ あてはまるものがない
　 （若者のみ）・無回答

■ そう思わない・
　 どちらかといえば、そう思わない

■ そう思う・
　 どちらかといえば、そう思う

■ あてはまるものがない
　 （若者のみ）・無回答

■ そう思わない・
　 どちらかといえば、そう思わない

■ そう思う・
　 どちらかといえば、そう思う

インターネット空間

地域

34.2％ 27.5％

71.1％

■ あてはまる・
　 どちらかといえば、あてはまる

■ あてはまらない・
　 どちらかといえば、あてはまらない

■ 無回答

■ 満足している
　 （６～ 10点）

■ 満足していない
　 （０～５点）

■ 無回答

自分には

自分らしさがある

生活に

満足している

中学生 若 者

小学生 中学生 若 者

1.6％ 1.4％

1.9％

22.3％

7.0％ 10.7％ 4.9％

11.3％

75.7％

91.5％

73.8％

63.4％ 59.7％

67.9％
55.0％

23.3％

33.6％

36.4％
27.9％

69.3％59.6％

38.0％
36.2％

28.6％ 59.4％

45.8％

30.1％

34.6％

87.9％ 92.7％

87.6％ 91.3％

1.4％

3.0％

3.0％

4.0％

2.3％

2.8％

2.0％ 10.4％

18.0％

11.9％

18.0％

1.5％ 2.5％

1.1％
6.0％2.7％

1.4％ 1.2％ 1.6％

0.9％ 1.9％ 0.8％

（図書館や公園、習い事
や塾などの場所、お店な
ど今住んでいる地域に
ある建物や施設）
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22.3％

7.0％ 10.7％ 4.9％

11.3％

75.7％

91.5％

73.8％

63.4％ 59.7％

67.9％
55.0％

23.3％

33.6％

36.4％
27.9％

69.3％59.6％

38.0％
36.2％

28.6％ 59.4％

45.8％

30.1％

34.6％

87.9％ 92.7％

87.6％ 91.3％

1.4％

3.0％

3.0％

4.0％

2.3％

2.8％

2.0％ 10.4％

18.0％

11.9％

18.0％

1.5％ 2.5％

1.1％
6.0％2.7％

1.4％ 1.2％ 1.6％

0.9％ 1.9％ 0.8％

（図書館や公園、習い事
や塾などの場所、お店な
ど今住んでいる地域に
ある建物や施設）

い け ん 　 　 き

しょうがくせい ちゅうがくせい   わかもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょうさ

しょうがくせい

つぎ　　ば しょ　　　  いま　　　　　　　　　　　　　  い  ば しょ　　　　　　　　　　　 ば しょ　  あんしん　　　　    ば しょ

いま　　  じ  ぶん

　　  す

  じぶん　　　へ   や

じぶん　　  いえ

　　　　　　　　　  ば  しょ

　　　 じぶん　　  いえ

かぞく　　　　　　　　ば しょ

　　　　　　 がっこう

そつぎょう　　  がっこう　  ふく

くうかん

ち いき

  と   しょ かん　　 こう えん　 なら　    ごと

  じゅく　　　　　　  ば しょ　　　 みせ

　 いま　す　　　　　　　　　  ち  いき

　　　たてもの　　 し せつ

　　　 じぶん

じぶん

　　  せいかつ

まんぞく

ちゅうがくせい わか  もの

む かいとう

む かいとう

む かいとうまんぞく

　　　　   てん

おも

おも

おも

おも

おも

おも

おも

おも

おも

おも

おも

おも

まんぞく

　　　　   　　　てん

しょうがくせい ちゅうがくせい わか  もの

わかもの　　　　　　　む かいとう

わかもの　　　　　　　む かいとう

わかもの　　　　　　　む かいとう

おも

おも

おも

おも わかもの　　　　　　　む かいとう

おも

おも

おも

おも わかもの　　　　　　　む かいとう
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※上位10位以下はその他に含みます。

※上位10位以下はその他に含みます。

いやなことや心配なこと、困っていること、悩んでいることがあったとき、誰に相談しますか。

●こどもが心豊かに成長できる学びの場をつくります。
●こどもと保護者が交流できる場や、安全な居場所をつくります。
●こどもの悩みを早期に発見し、支援できる体制の充実を図ります。
●結婚やこどもを育てたい人を支援します。

全てのこどもが自分らしく成長できるために基本目標❸

●地域の人みんなで子育てを支えます。
●虐待からこどもを守ります。
●障がいのある子どもや保護者を支援します。
●いろいろな支援を必要とする家庭を支えます。
●こどもやこどもを育てている人がすみやすいまちづくりを進めます。

子育てを地域で支えるために基本目標❺

●こどもを育てている人が孤立しないようにします。
●子育てにかかるお金を援助します。
●仕事をしている人がこどもを預けることができるようにします。
●男性と女性がともに協力して子育てができるよう支援します。
●仕事と子育てをしやすいよう支援します。

子育て家庭を支援するために基本目標❹

●安心してこどもを産み、育てることができるように支援します。
●こどもが心身ともに健康に成長できるように、支援します。
●幼児教育・保育から安心して学校教育へ移行できる環境づくりを進めます。

安心してこどもを産み、健やかな成長のために基本目標❷

●こどもの人権を守る体制づくりを進めます。
●こども・若者の意見を求める機会の充実を図ります。

こどもを権利主体とした仕組みづくりのために基本目標❶

小学生

中学生

若 者

74.2

61.8 63.0

22.3 5.8 6.5 4.7 3.1 8.1 2.81.018.1 11.6 15.3

65.1 61.0

25.3
0.8 0.5 1.1 3.8 6.5 2.50.311.2 5.2 1.1

49.4

27.3 26.6 22.1
13.3 6.3 4.4 3.5 2.0 5.3 4.3 8.2

1.8

誰
に
も
相
談
し
た
く
な
い

誰
に
も
相
談
で
き
な
い

そ
の
他

近
所
の
人

学
校
以
外
の
友
だ
ち

学
校
の
先
生

き
ょ
う
だ
い

学
校
の
友
達

お
父
さ
ん・お
母
さ
ん

お
じ
い
さ
ん・お
ば
あ
さ
ん・

親
戚

無
回
答

地
域
の
人

市
役
所
な
ど
の
行
政
機
関

民
間
の
相
談
窓
口

職
場
の
人

恋
人・パ
ー
ト
ナ
ー

友
人・知
人

家
族・親
戚

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
て

知
り
合
っ
た
人
な
ど
を
通
じ
て

知
り
合
っ
た
人

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
務
所
な
ど
の
職
員

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、

ま
な
び・生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を

通
じ
て
知
り
合
っ
た
人

習
い
事
や
塾
、留
守
家
庭
児
童
会

な
ど
学
校
以
外
の
先
生

この理念を実現するために、５つの目標にそった取組を行います。

基本理念　‒ 向日市が目指す姿 ‒

未来をひらく　こどもの意見を尊重し
その育ちを　みんなで支え喜び合えるまち

誰
に
も
相
談
し
た
く
な
い

誰
に
も
相
談
で
き
な
い

そ
の
他

近
所
の
人

学
校
以
外
の
友
だ
ち

学
校
の
先
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う
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お
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じ
い
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あ
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親
戚

無
回
答

誰
に
も
相
談
し
た
く
な
い

誰
に
も
相
談
で
き
な
い

そ
の
他

無
回
答

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を

通
じ
て
知
り
合
っ
た
人

習
い
事
や
塾
、留
守
家
庭
児
童
会

な
ど
学
校
以
外
の
先
生

しんぱい　　　　　　   こま　　　　　　　　　　　　なや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だれ　　そうだん

　　　　　　　　こころゆた　　　　せいちょう　　　　　　まな　　　　　 ば

　　　　　　　　 ほ   ご   しゃ　　 こうりゅう　　　　　　   ば　　　　　あんぜん　　   い    ば  しょ

　　　　　　　   なや　　　　 そう   き　　  はっけん　　　　　し  えん　　　　　　たいせい　    じゅうじつ　　はか

 けっこん　　　　　　　　　　 そだ　　　　　　  ひと　　   し  えん

すべ　　　　　　　　　　　　　　じ  ぶん　　　　　　せいちょうきほんもくひょう

  ち   いき　　 ひと　　　　　　　　　 こ  そだ　　　　  ささ

ぎゃくたい　　　　　　　　　　　　まも

しょう　　　　　　　　　　   こ　　　　　　　 ほ　ご  しゃ　　　し  えん

　　　　　　　　　　　し   えん　　ひつよう　　　　　　　か　てい       ささ

　　　　　　　　　　　　　　　   そだ　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すす

こ　そだ　　　　　 ち   いき　　  ささきほんもくひょう

　　　　　　　   そだ　　　　　　　　 ひと　　   こ  りつ

  こ　そだ　　　　　　　　　　　　  かね　　 えんじょ

 し  ごと　　　　　　　　　　 ひと　　　　　　　　　　  あず

だんせい　　 じょせい　　　　　　　　きょうりょく　　　　 こ  そだ　　　　　　　　　　　　　　　 し  えん

  し  ごと　　  こ  そだ　　　　　　　　　　　　　　　　　し   えん

こ　そだ　　　か  てい　　   し  えんきほんもくひょう

あんしん　　　　　　　　　　　　　う　　　　　そだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し   えん

　　　　　　　　しんしん　　　　　　 けんこう　　 せいちょう　　　　　　　　　　　　　　   し  えん

ようじきょういく　　　ほ  いく　　　　 あんしん　　　　  がっこうきょういく　　　 い  こう　　　　　　 かんきょう　　　　　　　  すす

あんしん　　　　　　　　　　　　　  う　　　　　 すこ　　　　　　　せいちょうきほんもくひょう

じんけん　　  まも　　 たいせい　　　　　　　　すす

わかもの　　　い  けん　　 もと　　　　　き  かい　　 じゅうじつ　　はか

けん  り　しゅ たい　　　　　　　 し   くきほんもくひょう

しょうがくせい

ちゅうがくせい

わか  もの

りねん　 じつげん　　　　　　　　　　　　　  もくひょう　　　　　  とりくみ

き  ほん  り  ねん　　　　  む こ う し　　　 め　ざ　　すがた

み   らい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い  けん　　そんちょう

　　　　そだ　　　　　　　　　　　　　　　　  ささ　　 よろこ　　　あ

む 
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い
と
う

だ
れ
　
　
　 

そ
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だ
れ
　
　
　 

そ
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じ
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つ
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あ
　
　
　 
ひ
と

が
っ
こ
う 

い 

が
い    

せ
ん
せ
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が
っ
こ
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せ
ん
せ
い

が
っ
こ
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と
も
だ
ち

と
う
　
　
　
　
　   

か
あ

が
っ
こ
う 

い 

が
い     

と
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な
ら
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と
　 

じ
ゅ
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か
て
い
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ど
う
か
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し
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せ
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か
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と
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だ
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そ
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そ
う
だ
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つ
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が
っ
こ
う 

い 

が
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せ
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が
っ
こ
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せ
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が
っ
こ
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も
だ
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か
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と
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だ
れ
　
　
　 

そ
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だ
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そ
う
だ
ん

ち  

い
き
　  

ひ
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つ
う

し  

　
　
あ
　
　
　  

ひ
と
　
　
　
　
　  

つ
う

し  

　
　
あ
　
　
　  

ひ
と

し 

や
く
し
ょ
　
　
　
　
　 

ぎ
ょ
う
せ
い
き
か
ん

み
ん
か
ん
そ
う
だ
ん
ま
ど
ぐ
ち

し
ょ
う
　
　
　
ふ
く 

し

じ  

む  

し
ょ
　
　
　
　
　
し
ょ
く
い
ん

し
ょ
く
ば
ひ
と

こ
い
び
と

ゆ
う
じ
ん   

ち  

じ
ん

か  

ぞ
く 

し
ん
せ
き

た

じょうい　　  い  い  か　　　　　　た　　ふく

じょうい　　  い  い  か　　　　　　た　　ふく
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※上位10位以下はその他に含みます。

※上位10位以下はその他に含みます。

いやなことや心配なこと、困っていること、悩んでいることがあったとき、誰に相談しますか。

●こどもが心豊かに成長できる学びの場をつくります。
●こどもと保護者が交流できる場や、安全な居場所をつくります。
●こどもの悩みを早期に発見し、支援できる体制の充実を図ります。
●結婚やこどもを育てたい人を支援します。

全てのこどもが自分らしく成長できるために基本目標❸

●地域の人みんなで子育てを支えます。
●虐待からこどもを守ります。
●障がいのある子どもや保護者を支援します。
●いろいろな支援を必要とする家庭を支えます。
●こどもやこどもを育てている人がすみやすいまちづくりを進めます。

子育てを地域で支えるために基本目標❺

●こどもを育てている人が孤立しないようにします。
●子育てにかかるお金を援助します。
●仕事をしている人がこどもを預けることができるようにします。
●男性と女性がともに協力して子育てができるよう支援します。
●仕事と子育てをしやすいよう支援します。

子育て家庭を支援するために基本目標❹

●安心してこどもを産み、育てることができるように支援します。
●こどもが心身ともに健康に成長できるように、支援します。
●幼児教育・保育から安心して学校教育へ移行できる環境づくりを進めます。

安心してこどもを産み、健やかな成長のために基本目標❷

●こどもの人権を守る体制づくりを進めます。
●こども・若者の意見を求める機会の充実を図ります。

こどもを権利主体とした仕組みづくりのために基本目標❶

小学生

中学生

若 者

74.2

61.8 63.0

22.3 5.8 6.5 4.7 3.1 8.1 2.81.018.1 11.6 15.3

65.1 61.0

25.3
0.8 0.5 1.1 3.8 6.5 2.50.311.2 5.2 1.1

49.4

27.3 26.6 22.1
13.3 6.3 4.4 3.5 2.0 5.3 4.3 8.2

1.8
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の
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の
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この理念を実現するために、５つの目標にそった取組を行います。

基本理念　‒ 向日市が目指す姿 ‒

未来をひらく　こどもの意見を尊重し
その育ちを　みんなで支え喜び合えるまち
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 向日市

こども・若者の相談窓口

悩みや困りごとがあるときは、どんな小さなことでも気軽に相談してください。

だれに相談したらいいかわ

からないような悩みについ

て、法務局の職員や人権擁

護委員に相談できます。

LINEで相談することもでき

ます。

こどもの人権110番
☎0120-007-110（通話料無料）

自分のこと、親のこと、

きょうだいのことなど、

いろいろな相談ができます。

向日市こども家庭課
☎075-933-1199

18歳までのこども専用の

電話相談です。

ホームページからチャット

の相談もできます。

チャイルドライン
☎0120-99-7777（通話料無料）

こどもたちが全国どこから

でも、夜間・休日含めてい

つでも、いじめやその他の

SOSを簡単に相談できま

す。

24時間子供SOSダイヤル
☎0120-0-78310（通話料無料）
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